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Ⅰ  高知県宿毛市の財務書類の公表について 
 

１  地方公会計制度の概要 
 

国・地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用されて

きました。ところが単式簿記は、発生主義の複式簿記を採用する企業会計と比べ、過去か

ら積み上げた資産や負債などの状況を把握できないこと、また減価償却や引当金といった

会計手続きの概念がありませんでした。 

平成１８年６月「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

が成立したことにより、地方の資産・債務改革の一環として、自治体の資産や債務の管理

に必要な公会計をさらに整備することを目的に、総務省では「新地方公会計制度研究会」

が発足しました。同研究会からは平成１８年５月に「新地方公会計制度研究会報告書」が

公表され、続けて同年８月には「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指

針」が示されました。 

この指針では、地方公共団体の公会計の整備について、国の作成基準に準拠した新たな

方式による財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算

書）の作成及び開示を行うよう、地方公共団体に対して要請がありました。 

この要請に基づき各地方公共団体では公会計の整備を進めていきましたが、総務省は新

地方公会計制度の導入にあたり、「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」の二つのモ

デルを示していました。東京都は東京都方式、大阪府は大阪府方式とありましたが、複数

あることで他団体との比較ができない等の問題が生じていたため、平成２５年８月に「研

究会中間とりまとめ」が公表され、平成２６年３月に「地方自治体における固定資産台帳

の整備等に関する作業部会報告書」「財務書類作成基準に関する作業部会報告書」が公表

されました。 

そして、平成２７年 1 月に統一的な基準による地方公会計マニュアルが公表され、一部

事務組合を含むすべての地方公共団体へこの統一的な基準での財務書類を平成３０年３月

までに作成するよう要請されました。 
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２  高知県宿毛市の取り組み 
 

高知県宿毛市では、平成２７年度決算までに「統一的な基準」により固定資産台帳を整

備しています。それを基に平成２８年度決算より「統一的な基準」による財務書類を作成

しています。 

このことにより、現金の取引情報にとどまらず資産や負債の状況も把握できるようにな

りました。住民にとっても高知県宿毛市の財務状況がどういったものであるかを判断する

ことが出来る材料の 1つになっていくものと考えられます。 

 

３  統一的な基準の特徴  
統一的な基準による財務書類は、主に以下のような特徴を有しています。 

 

① 複式簿記・発生主義の導入 

会計処理方法として複式簿記・発生主義会計を採用し、歳入歳出データから複式仕

訳を作成することにより、現金取引（歳入・歳出）のみならず、すべてのフロー情

報（期中の収益・費用及び純資産の内部構成の変動）及びストック情報（資産・負

債・純資産の期末残高）を網羅的かつ誘導的に記録・表示すること。 

 

② 固定資産台帳の整備 

「経済財政運営と改革の基本方針２０１４～デフレから好循環拡大へ～」（平成２

６年６月２４日閣議決定）において、「各地方公共団体の財政状況が一層比較可能

となるよう、統一的な基準による地方公会計の整備を促進する。あわせて、ＩＣＴ

を活用して、固定資産台帳等を整備し、事業や公共施設等のマネジメントも促進す

る」とされたことを踏まえ、決算情報（決算分析のための情報）の作成・開示のみ

ならず、事業や公共施設等のマネジメントの促進をも可能とする勘定科目体系を備

えていること。 

 

③ 比較可能性の確保 

各地方公共団体が、統一的な基準による財務書類を作成・開示することにより、全

般的な財務状況をより多面的かつ合理的に明らかにすることを通じて、住民や議会

等に対するより一層の説明責任を果たすとともに、資産債務改革や予算編成を含む

行財政改革に積極的に活用され、限られた財源を「賢く使うこと」が期待されるこ

と。 
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４  作成基準日 
 

作成基準日は、各会計年度の最終日となります。今回の平成２８年度決算分では、平成

２９年３月３１日となります。なお、地方公共団体に設けられている出納整理期間（翌年

度４月１日から５月３１日までの間）の収支については、基準日までに終了したものとみ

なして取り扱っています。 

 

５  作成対象とする範囲 
高知県宿毛市 会計区分 

●「一般会計等」に含まれる会計 

・一般会計 

・へき地診療所特別会計 

・学校給食事業特別会計 

 

●「全体」に含まれる会計 

・国民健康保険事業特別会計 

・定期船事業特別会計 

・水道事業会計 

・下水道事業特別会計 

・国民宿舎運営事業特別会計 

・幡多西部介護認定審査会特別会計 

・介護保険事業特別会計 

・土地区画整理事業特別会計 

・後期高齢者医療特別会計 
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 ６  財務書類間の相互関係図  

      

 

  

単位：千円

一般会計等 一般会計等

1.固定資産 38,615,640 1.固定負債 12,019,010

（1）事業用資産 16,848,904 （1）地方債 9,876,515

（2）インフラ資産 19,816,351 （2）長期未払金 -

（3）物品 131,194 （3）退職手当引当金 2,139,725

（4）無形固定資産 125,402 （4）損失補償等引当金 2,770

（5）投資及び出資金 192,355 （5）その他 -

（6）投資損失引当金 - 2.流動負債 1,277,529

（7）長期延滞債権 108,215 （1）1年以内償還予定地方債 1,143,606

（8）長期貸付金 160,906 （2）未払金 217

（9）基金 1,242,527 （3）未払費用 -

（10）その他 - （4）前受金 -

（11）徴収不能引当金 △ 10,214 （5）前受収益 -

2.流動資産 2,690,169 （6）賞与等引当金 133,705

（1）現金預金 250,453 （7）預り金 -

（2）未収金 35,895 （8）その他 -

（3）短期貸付金 15,681 13,296,538

（4）基金 2,391,379

（5）棚卸資産 - （1）固定資産等形成分 41,022,700

（6）その他 - （2）余剰分（不足分） △ 13,013,430

（7）徴収不能引当金 △ 3,240 28,009,270

41,305,809 41,305,809

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表

資産の部 負債の部

負債合計

純資産の部

単位：千円 単位：千円

一般会計等 一般会計等

経常費用 10,900,034 前年度末純資産残高 27,923,860

1.業務費用 5,565,222 純行政コスト △ 10,030,107

（1）人件費 2,142,439 財源 10,115,517

（2）物件費等 3,389,072 （1）税収等 7,551,061

（3）その他の業務費用 179,213 （2）国庫等補助金 2,564,456

2.移転費用 5,189,309 本年度差額 85,410

経常収益 873,637 資産評価差額 -

1.使用料及び手数料 493,751 無償所管換等 0

2.その他 379,886 他団体出資等分の増加 -

純経常行政コスト 10,026,397 他団体出資等分の減少 -

臨時損失 3,710 その他 -

臨時収益 - 本年度純資産変動額 85,410

純行政コスト 10,030,107 本年度純資産残高 28,009,270

行政コスト計算書 純資産変動計算書

単位：千円

一般会計等

業務活動収支 1,421,095

1.業務支出 9,326,093

2.業務収入 10,747,188

3.臨時支出 -

4.臨時収入 -

投資活動収支 △ 1,100,373
1.投資活動支出 1,181,463

2.投資活動収入 81,090

財務活動収支 △ 352,854
1.財務活動支出 1,074,768

2.財務活動収入 721,914

本年度資金収支額 △ 32,132
前年度末資金残高 282,585

本年度末資金残高 250,453

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 250,453

資金収支計算書

① 

③ 

② 
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① 貸借対照表の資産のうち、「現金預金」の金額は資金収支計算書の本年度末現金預金残高
と一致します。 

② 行政コスト計算書の「純行政コスト」は、純資産変動計算書の「純行政コスト」と一致します。 

尚、純行政コストは純資産の減少要因となる為、純資産変動計算書上はマイナス表記となり

ます。 

③ 貸借対照表の純資産合計の金額は、純資産変動計算書の本年度純資産残高と一致しま
す。 
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Ⅱ  高知県宿毛市の財務書類について 

 

１  貸借対照表 
 

地方公共団体の決算書は、１年間で、どのような収入がいくらあり、その収入を何にい

くら使ったか、という単年度の状況は把握できますが、現在、どれだけの資産や負債があ

るのか、という情報は把握ができません。 

この貸借対照表では、基準日現在で、どれだけの資産や負債があるのかを把握できます。 

左側の「資産」は、保有する資産の内容や金額が記載してあります。 

右側の「負債」及び「純資産」は、「資産」を形成するためにどのような財源措置をし

てきたかを表しています。 

「負債」は、今後、負担すべき債務であることから将来世代に対しての負担ととらえる

ことができ、一方で、「純資産」は、今後負担する必要性のない資産、言い換えればこれ

までの世代や現在の世代、または国、県が負担した分となります。 

 

平成２８年度貸借対照表 

 

 

＜コメント＞ 

 全体について、資産合計が一般会計等より 13,808百万円増えていますが、主な内容は

インフラ資産＋9,879百万円（下水道事業特別会計 6,574百万円、水道事業会計 3,305

単位：千円

資産の部　　 一般会計等 全体 連結 負債の部　　 一般会計等 全体 連結

1.固定資産 38,615,640 51,218,645 53,337,676 1.固定負債 12,019,010 19,708,923 19,881,513

（1）事業用資産 16,848,904 18,461,375 19,702,397 （1）地方債 9,876,515 16,024,389 16,189,383

（2）インフラ資産 19,816,351 29,695,179 29,695,179 （2）長期未払金 - - -

（3）物品 131,194 468,930 1,066,096 （3）退職手当引当金 2,139,725 2,233,890 2,241,478

（4）無形固定資産 125,402 807,021 814,518 （4）損失補償等引当金 2,770 2,770 2,770

（5）投資及び出資金 192,355 192,355 192,355 （5）その他 - 1,447,874 1,447,883

（6）投資損失引当金 - - - 2.流動負債 1,277,529 2,026,626 2,124,976

（7）長期延滞債権 108,215 208,218 208,924 （1）1年以内償還予定地方債 1,143,606 1,654,759 1,736,400

（8）長期貸付金 160,906 160,906 160,906 （2）未払金 217 225,330 225,330

（9）基金 1,242,527 1,247,974 1,520,614 （3）未払費用 - - -

（10）その他 - - - （4）前受金 - 12 12

（11）徴収不能引当金 △ 10,214 △ 23,313 △ 23,313 （5）前受収益 - - -

2.流動資産 2,690,169 3,895,079 4,080,259 （6）賞与等引当金 133,705 138,275 154,947

（1）現金預金 250,453 1,071,820 1,250,601 （7）預り金 - 3,882 3,916

（2）未収金 35,895 212,584 213,604 （8）その他 - 4,369 4,371

（3）短期貸付金 15,681 15,681 15,681 13,296,538 21,735,549 22,006,489

（4）基金 2,391,379 2,611,717 2,617,096

（5）棚卸資産 - 1,343 1,343 （1）固定資産等形成分 41,022,700 53,846,043 55,970,453

（6）その他 - 56 56 （2）余剰分（不足分） △ 13,013,430 △ 20,467,868 △ 20,559,008

（7）徴収不能引当金 △ 3,240 △ 18,122 △ 18,122 28,009,270 33,378,175 35,411,446

資産合計 41,305,809 55,113,724 57,417,935 負債及び純資産合計 41,305,809 55,113,724 57,417,935

純資産合計

貸借対照表

負債合計

純資産の部
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百万円など）となっております。同じく負債合計が一般会計等より 8,439 百万円増え

ていますが、主な内容は地方債＋6,659百万円（下水道事業会計 4,040百万円、水道事

業会計 1,801 百万円など）となっております。さらに純資産が一般会計等より 5,369

百万円増えていますが、主に下水道事業特別会計 2,544 百万円、水道事業会計 1,634

百万円などによるものとなっています。このように、全体の貸借対照表については、

一般会計等と比べて下水道事業特別会計及び水道事業会計の分が大きく増加していま

す。 

 連結について、資産合計が全体より 2,304百万円増えていますが、主な内容は事業用資

産＋1,241百万円（幡多西部消防組合 878百万円、幡多広域市町村圏事務組合（一般会

計）309百万円など）となっております。同じく純資産が全体より 2,033百万円増えて

いますが、主に幡多西部消防組合 1,149百万円、幡多広域市町村圏事務組合（一般会計）

482百万円などによるものとなっています。このように、連結の貸借対照表については、

全体と比べて幡多西部消防組合及び幡多広域市町村圏事務組合（一般会計）の分が大き

く増加しています。
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～用語解説～ 

固定資産 

事業用資産･･････････公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産 

（例：庁舎、ごみ処理施設、し尿処理施設、学校など） 

インフラ資産････････社会基盤となる資産 

（例：道路、橋、公園、上下水道施設など） 

物品････････････････車輛、物品、美術品など 

無形固定資産････････ソフトウェアなど 

投資及び出資金･･････有価証券、出資金、出捐金など 

投資損失引当金･･････連結団体に対する出資にかかる実質価額が著しく低下した場合

に計上 

長期延滞債権････････滞納繰越調定収入未済分 

長期貸付金･･････････自治法第240条第1項に規定する債権である貸付金 

（流動資産に区分されるもの以外） 

基金････････････････流動資産に区分される以外の基金（減債基金、その他の基金） 

その他･･････････････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの 

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額（不

納欠損額）を見積もったもの（固定資産分） 

流動資産 

現金預金････････････手許現金や普通預金など 

未収金･･････････････税金や使用料などの未収金 

短期貸付金･･････････貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの 

基金････････････････財政調整基金、減債基金 

棚卸資産････････････売却目的保有資産 

その他･･････････････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの 

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額（不

納欠損額）を見積もったもの（流動資産分） 

固定負債 

地方債･･････････････地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が1年超のもの 

長期未払金･･････････自治法第214条に規定する債務負担行為で確定債務とみなされる

もの及びその他の確定債務のうち流動負債に区分されるもの以

外 

退職手当引当金･･････原則期末自己都合要支給額（負担金支出により計上しない） 

損失補償等引当金････履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共

団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額

を計上します。 
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その他･･･････････････上記以外の固定負債 

 

流動負債 

1年内償還予定地方債･･地方公共団体が発行した地方債のうち、1年以内に償還予定のも

の 

未払金･･･････････････基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額

が確定し、または合理的に見積もることができるもの 

未払費用･････････････一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場合、基

準日時点において既に提供された役務に対して未だその対価

の支払を終えていないもの 

前受金･･･････････････基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対す

る義務の履行を行っていないもの 

前受収益･････････････一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時

点において未だ提供していない役務に対し支払を受けたもの 

賞与等引当金･････････基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び法定

福利費 

預り金･･･････････････基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負

債 

その他･･･････････････上記以外の流動負債 
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２  行政コスト計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 
 

行政コスト計算書は、民間企業の損益計算書にあたるもので、行政運営にかかったコス

トのうち、例えば人的サービスや給付サービスなど、資産形成につながらない行政サービ

スに要したコストを表したものです。また、実際に現金の支出を伴うサービスのほかに、

減価償却費や退職手当引当金などの現金支出を伴わないコストまで含まれます。 

さらに、その行政サービスの提供に対する直接の対価である使用料や手数料といった受

益者負担がどの程度あったかを把握することができます。 

経常費用と経常収益の差額である純経常行政コストは、受益者負担以外の市町村税や地

方交付税，国庫支出金・県支出金などで賄わなければならないコストを表すことになりま

す。 

こうしたコストを把握することは、組合の内部的には行政活動の効率性につながり、ま

た、単年度の資産形成支出の多寡にのみ着目せずに、長期的なコスト意識を醸成すること

にもつながるものと考えられます。さらにこれらのコストに対し、使用料等がどうであっ

たかを明らかにすることもできます。 

 

 

平成２８年度行政コスト計算書 

 

 

 

＜コメント＞ 

 全体について、純行政コストが一般会計等より 4,849 百万円増えていますが、主な内

容は移転費用＋4,326百万円、内部取引の相殺を除くと＋6,725百万円（国民健康保険

事業特別会計 3,340 百万円、介護保険事業特別会計 2,083 百万円など）となっており

単位：千円

一般会計等 全体 連結

経常費用 10,900,034 16,948,781 20,075,536

1.業務費用 5,565,222 7,287,734 8,058,747

（1）人件費 2,142,439 2,686,282 2,958,765

（2）物件費等 3,389,072 4,317,263 4,752,155

（3）その他の業務費用 179,213 429,692 493,331

2.移転費用 5,189,309 9,515,544 11,871,285

経常収益 873,637 2,072,188 2,125,347

1.使用料及び手数料 493,751 883,074 918,379

2.その他 379,886 1,189,114 1,206,866

純経常行政コスト 10,026,397 14,876,593 17,949,783

臨時損失 3,710 3,714 3,714

臨時収益 - 1,454 1,454

純行政コスト 10,030,107 14,878,852 17,952,449

行政コスト計算書
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ます。貸借対照表では下水道事業特別会計や水道事業会計といったインフラ系の特別

会計の影響が大きかったのに対して、行政コスト計算書では、上記のように社会保障

系の特別会計の影響が大きく生じています。 

 連結について、純行政コストが全体より 3,074百万円増えていますが、主な内容は移転

費用＋2,356 百万円、内部取引の相殺を除くと＋3,562 百万円（後期高齢者医療広域連

合 3,519百万円など）となっております。全体と同様、社会保障系の連結団体の影響が

大きいことが分かります。 

 

 

 

 

～用語解説～ 

経常費用 

業務費用 

人件費･･･････････････職員給与費や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額など 

物件費等･････････････職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費（消費的性質）、施設

等の維持修繕にかかる経費や減価償却費など 

その他の業務費用･････支払利息、徴収不能引当金繰入額、過年度分過誤納還付 

移転費用･････････････住民への補助金や生活保護費などの社会保障費、特別会計への

資金移動など 

 

経常収益 

使用料及び手数料･････財・サービスの対価として使用料・手数料の形で徴収する金銭 

その他･･･････････････過料、預金利子など 

 

臨時損失及び臨時利益 

臨時損失･････････････資産除売却損など 

臨時利益･････････････資産売却益など 
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３  純資産変動計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 
 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産が、１年間でどのような要因で増減したかを

表すもので、本年度末純資産残高は貸借対照表の純資産合計と一致します。 

行政コスト計算書には計上されていない、構成市負担金、国・県等からの補助金等が、

本表の財源に計上されています。また、「純行政コスト」の額が、行政コスト計算書の純

行政コスト（「経常費用－経常収益＋臨時損失－臨時収益」）をまかなうもので、金額は

一致します（純資産変動計算書上はマイナス要因です）。 

 

 

平成２８年度純資産変動計算書 

 

※純行政コストは純資産の減少要因の為、純資産変動計算書ではマイナス表記となります。 

 

＜コメント＞ 

 全体について、財源が一般会計等より 5,123 百万円、内部取引の相殺を除くと 6,421

百万円増えていますが、主に国民健康保険事業特別会計 2,780 百万円、介護保険事業

特別会計 2,273 百万円などの影響によるものとなっています。行政コスト計算書と同

様、社会保障系の特別会計の影響が大きく生じています。 

 連結について、財源が全体より 3,137百万円、内部取引の相殺を除くと 4,342百万円増

えていますが、主に後期高齢者医療広域連合 3,678百万円などの影響によるものとなっ

ています。全体と同様、社会保障系の連結団体の影響が大きいことが分かります。 

単位：千円

一般会計等 全体 連結

前年度末純資産残高 27,923,860 33,018,390 35,105,454

純行政コスト △ 10,030,107 △ 14,878,852 △ 17,952,449

財源 10,115,517 15,238,112 18,375,089

（1）税収等 7,551,061 10,881,930 12,361,174

（2）国庫等補助金 2,564,456 4,356,182 6,013,915

本年度差額 85,410 359,260 422,641

資産評価差額 - - -

無償所管換等 0 0 △ 126,759

他団体出資等分の増加 - - -

他団体出資等分の減少 - - -

その他 - 525 525

本年度純資産変動額 85,410 359,785 305,992

本年度純資産残高 28,009,270 33,378,175 35,411,446

純資産変動計算書
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～用語解説～ 

前年度末純資産残高･･････前年度末の純資産の額（前年度貸借対照表と一致） 

純行政コスト････････････行政活動に係る費用のうち、人的サービスや給付サービスな

ど、資産形成につながらない行政サービスに係る費用（行政

コスト計算書の「純行政コスト」と一致） 

財源 

税収等････････････････地方税、地方交付税、地方譲与税など 

国庫等補助金･･････････国庫支出金及び都道府県支出金など 

資産評価差額････････････有価証券等の評価差額 

無償所管替等････････････無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など 

その他･･････････････････上記以外の純資産の変動（調査判明の資産など）
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４  資金収支計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 
 

資金収支計算書は、単年度の資金の収支を表し、１年間の資金の増減を、業務活動収支・

投資活動収支・財務活動収支の三項目に区分し、どのような活動に資金が必要であったか

を示しています。また、本年度末現金預金残高は、貸借対照表の金融資産の資金の金額と

一致します。 

 業務活動収支は、日常の行政サービスを行う上での収支を表しています。投資活動収支

は、資産形成に関する収支を言います。財務活動収支とは、地方債等の借入や償還に関す

る収支を言います。 

 

 

平成２８年度資金収支計算書 

 

 

※総務省公表の統一的な基準による地方公会計マニュアル『連結財務書類作成の手引き』

に則り、今年度は連結資金収支計算書は作成していません。 

 

＜コメント＞ 

 全体について、業務活動収支が一般会計等より 892 百万円増えていますが、主に下水

道事業特別会計 324 百万円、水道事業会計 303 百万円などの影響によるものとなって

います。また、本年度末現金預金残高が一般会計等より 821 百万円増えていますが、

単位：千円

一般会計等 全体

業務活動収支 1,421,095 2,312,678

1.業務支出 9,326,093 14,812,748

2.業務収入 10,747,188 17,123,976

3.臨時支出 - 4

4.臨時収入 - 1,454

投資活動収支 △ 1,100,373 △ 1,456,824
1.投資活動支出 1,181,463 1,645,066

2.投資活動収入 81,090 188,242

財務活動収支 △ 352,854 △ 458,398
1.財務活動支出 1,074,768 1,657,512

2.財務活動収入 721,914 1,199,114

本年度資金収支額 △ 32,132 397,457

前年度末資金残高 282,585 674,363

本年度末資金残高 250,453 1,071,820

前年度末歳計外現金残高 - -

本年度歳計外現金増減額 - -

本年度末歳計外現金残高 - -

本年度末現金預金残高 250,453 1,071,820

資金収支計算書
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主に水道事業会計 755百万円の影響によるものとなっています。 

 

 

 

～用語解説～ 

業務活動収支 

業務支出･･･････････････人件費支出、物件費等支出、支払利息支出など 

業務収入･･･････････････税収等収入、国県等補助金のうち業務支出の財源に充当した

収入、使用料及び手数料収入など 

臨時支出･･･････････････災害復旧事業費支出など 

臨時収入･･･････････････臨時にあった収入 

 

投資活動収支 

投資活動支出･･･････････公共施設等整備費支出、基金積立金支出、投資及び出資金支

出、貸付金支出など 

投資活動収入･･･････････国県等補助金のうち投資活動支出の財源に充当した収入、基

金取崩収入、貸付金元金回収収入、資産売却収入など 

 

財務活動収支 

財務活動支出･･･････････地方債償還支出など 

財務活動収入･･･････････地方債発行収入など
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Ⅲ  高知県宿毛市の財務書類分析(指標) 

１  指標一覧 

 

 

指標についての総評（一般会計等） 

 資産形成度に関して、資産老朽化比率は 61.36％となっており、保有する資産の耐用年数

が概ね６割経過しています。「統一的な基準」に基づいて償却資産の取得価額と減価償却累

計額の双方を財務書類上に表示して認識することで、施設・設備の老朽化の度合いを数値

として把握し、また同指標の経年変化を観察できるようになります。 

 

行政コスト対税収等比率が 100％に近く、これは使用料・手数料等を差し引いた純行政コ

ストに税収等がほぼ費消され、新たな資産形成を行う行政運営上の余力が低いことを意味

します。資産形成を伴わない行政コストに費消される金額を抑え、住民に役立つ資産の取

得・維持のための財源の確保が重要になります。 

 

いずれの指標も今年度のみならず、今後の経過を観察して行くことが必要です。 

 

 

指標についての総評（全体・連結） 

 住民一人当たり資産額は全体・連結とも一般会計等よりも大きく増加していますが、主

に下水道事業特別会計、水道事業会計といったインフラ系の特別会計の影響によるものと

なっています。 

 

算式

住民一人当たり

　資産額(千円)
資産合計÷人口 1,938.42 千円 2,586.41 千円 2,694.54 千円

歳入額対資産比率(年) 資産合計÷歳入総額 3.49 年 2.87 年 2.99 年

資産老朽化比率(％)
減価償却累計額

　÷償却資産取得価額
61.36 ％ 58.44 ％ 58.43 ％

純資産比率(％) 純資産額÷資産合計 67.81 ％ 60.56 ％ 61.67 ％

社会資本等形成の

世代間負担比率 

<将来世代負担比率>(％)

地方債残高÷有形固定資産 29.95 ％ 36.36 ％ 35.52 ％

住民一人当たり負債額(千円) 負債合計÷人口 623.99 千円 1020.02 千円 1032.73 千円

基礎的財政収支

<プライマリーバランス>(千円)

業務活動収支(支払利息除く)

　+投資活動収支
427,445 千円 1,090,641 千円 1,093,763 千円

債務償還可能年数(年)

(地方債残高+退職手当引当金

　-地方債返済充当可能基金)

　　÷業務活動収支
7.58 年 7.48 年 7.59 年

効率性
住民一人当たり

　行政コスト(千円)
純行政コスト÷人口 470.7 千円 698.24 千円 842.48 千円

弾力性 行政コスト対税収等比率(％) 純行政コスト÷財源 99.16 ％ 97.64 ％ 97.7 ％

自律性 受益者負担の割合(％) 経常収益÷経常費用 8.01 ％ 12.23 ％ 10.59 ％

全体 連結指標

資産形成度

世代間公平性

持続可能性

一般会計等
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同じく基礎的財政収支についても全体・連結とも一般会計等よりも大きく増加していま

すが、こちらも下水道事業特別会計、水道事業会計といったインフラ系の特別会計の影響

によるものとなっています。 

 

行政コスト対税収等比率が全体・連結とも一般会計等よりも若干改善されていますが、

100％に近く、これは使用料・手数料等を差し引いた純行政コストに税収等がほぼ費消され、

新たな資産形成を行う行政運営上の余力が低いことを意味します。資産形成を伴わない行

政コストに費消される金額を抑え、住民に役立つ資産の取得・維持のための財源の確保が

重要になります。 

 

いずれの指標も今年度のみならず、今後の経過を観察して行くことが必要です。
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２  指標の説明 
 

項目

住民一人当たり資産額

歳入額対資産比率

資産老朽化比率

純資産比率

社会資本等形成の

世代間負担比率

（将来世代負担比率）

住民一人当たり負債額

基礎的財政収支

（プライマリーバランス）

償還可能年数

住民一人当たり

行政コスト

行政コスト対税収等比率

受益者負担の割合

負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり負債額とすることにより、持続可能性について住民にとっ

てわかりやすい情報となります。また、他団体との比較が容易になります。

税収等の一般財源等に対する行政コストの比率を算出することによって、当該年度の税収等のうち、どれだけ

資産形成を伴わない行政コストに費消されたのかを把握することができます。この比率が100%に近づくほど資

産形成の余裕度が低いと言えます。

さらに100％を上回ると、過去から蓄積した資産が取り崩されたことを表します。

行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負担の金額ですので、これ

を経常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を経年比較したり、類似団

体と比較したりすることにより当該団体の受益者負担の特徴を把握することができます。

実質債務(地方債残高等から充当可能金等を控除した実質的な債務)が償還財源上限額(資金収支計算書に

おける業務活動収支の黒字分）の何年分あるかを示す指標です。

債務償還能力は債務償還可能年数が短いほど高く、債務償還可能年数が長いほど低いといえます。

行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民一人当たり行政コストとすることに

より、地方公共団体の行政活動の効率性を測定することができます。また、当該指標を類似団体と比較するこ

とで、当該団体の効率性の度合いを評価することができます。

なお、住民一人あたり行政コストについては、地方公共団体の人口や面積、行政機能等により自ずから異なる

べきものであるため、一概に他団体と比較するのではなく、類似団体と比較すべきことに留意する必要があり

ます。

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く。）及び投資活動収支の合算額を算出することによ

り、地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入のバランスを示す指標となり、当

該バランスが均衡している場合には、経済成長率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の

比率は増加せず、持続可能な財政運営であるといえます。

これまでに形成されたストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを示し、歳入と資産形成のバラン

スを表します。大きいほど積極的な資産形成が行われてきたことになります。

資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり資産額とすることにより、資産形成度について住民等に

とってわかりやすい情報となります。また、他団体との比較が容易になります。

多いほどいいと思われがちですが、資産の裏側には将来の維持・管理といったランニングコストが隠れていま

す。場合によっては資産のスリム化が必要なケースもあります。

有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出することにより、耐用年

数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把握することができます。全資産に対して

の数値であるため、個々の資産に細分化して老朽化の状況を確認する必要があります。

この比率が高いほど、早期に資産の更新等が必要になることが予想されます。

純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動したことを意味します。例えば、純資産の減

少は、現世代が将来世代にとっても利用可能であった資源を費消して便益を享受する一方で、将来世代に負

担が先送りされたことを意味します。逆に、純資産の増加は、現世代が自らの負担によって将来世代も利用可

能な資源を蓄積したことを意味すると捉えることもできます。

社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合（公共資産等形成充当負債の割合）を算出

することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の比重を把握することができます。

説明
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３  指標の基礎数値 
 

 

項目（単位） 一般会計等 全体 連結

人口(人) 21,309 21,309 21,309

資産(千円) 41,305,809 55,113,724 57,417,935

歳入総額(千円) 11,832,777 19,185,695 19,185,695

有形固定資産(千円) 36,796,448 48,625,484 50,463,672

減価償却累計額(千円) 42,710,263 54,066,373 56,566,871

償却資産取得価額(千円) 69,609,220 92,513,005 96,813,154

純資産額(千円) 28,009,270 33,378,175 35,411,446

地方債残高(千円) 11,020,121 17,679,148 17,925,783

退職給付引当金（千円） 2,139,725 2,233,890 2,241,478

負債額(千円) 13,296,538 21,735,549 22,006,489

業務活動収支(千円) 1,421,095 2,312,678 2,312,678

投資活動収支(千円) △ 1,100,373 △ 1,456,824 △ 1,456,824

支払利息支出(千円) 106,723 234,787 237,909

地方債返済充当

可能基金(千円)
2,391,379 2,611,717 2,617,096

純行政コスト(千円) 10,030,107 14,878,852 17,952,449

財源(千円) 10,115,517 15,238,112 18,375,089

経常収益(千円) 873,637 2,072,188 2,125,347

経常費用(千円) 10,900,034 16,948,781 20,075,536

総務省より公表されている

平成29年1月1日時点の

住民基本台帳人口を使用

備考


